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［１］ 航空業界の環境への取組み 

航空産業の温暖化防止を積極的に推進すべき 
 

地球温暖化の現状と

今後の課題 

地球温暖化の進行は、異

常気象などの形で私たちの

生活にも影響をもたらして

います。ＩＰＣＣ（気候変

動に関する国連機関）※２９

の報告では、2100 年に平均気温が最大

4.0℃上昇すると予測されており、今後、

温暖化による砂漠化の進展や氷原・氷床

の減少などの直接的な影響のほか、食糧

生産、海岸の浸食、生物種の減少など一

層深刻な影響がでてくるものと予想され

ています。しかし同時に、今後 20～30

年の温室効果ガス削減に向けた努力と投

資が温暖化の抑止に大きな影響を持つと

も言われています。 

温暖化を防止するには、国際的に期間

と量の目標を定め、温室効果ガスを合意

内容に沿って削減しなければなりません

が、現時点では具体策に対する国家間の

調整が進んでいません。2008 年 7 月の

洞爺湖サミットにおける G8 の合意も、

曖昧な長期目標を唱えるだけで終わり、

2009 年 7 月のラクイラ・サミットにお

いては、G8 は「50 年までに先進国は８

０％削減」との新たな目標を設定しまし

たが、中国やインドなど新興国を巻き込

む形で確認することはできませんでした。

2009 年 12 月の第 15 回気候変動枠組

条約締約国会議（COP15）※３０において

は、2050 年までに世界全体の排出量を

半減させるとの長期目標に対して、合意

は得られませんでした。 

一方、こうした中で日本政府は、「す

べての主要国による公平かつ実効性のあ

る国際枠組みの構築及び意欲的な目標の

合意」を前提として、2020 年の温室効

果ガス排出量を 1990 年比で 25％削減

する目標を国連に提出しています。また、

2010 年 10 月に「地球温暖化対策基本

法案」を閣議決定し、その中ですべての

国と長期目標を共有するよう努めつつ、

温室効果ガスの排出量を 2050 年まで

に 1990 年比で 80％削減することを目

標としています。今後、国際協調のもと

で、各国の経済発展の一方で、いかに温

室効果ガスを削減していくかが喫緊の課

題です。 

CO2 排出に対する航空の立場

と国内外の取組み  

温室効果ガスのなかでも、最も影響が

大きいのは CO2 です。日本全体の CO２

排出量のうち運輸部門は約 20％を占め、

そのうち航空の排出量は、4.3％となって

います。前年よりも排出量は減少してい

ますが、2010 年度以降、首都圏空港の

発着枠拡大などにより、輸送量は増加し

ています。社会的責務を果たし、今後の

産業発展につなげるためにも、行政も含

め業界全体で、より省エネルギーで CO２

排出量の少ない航空輸送・事業運営を追及

することが必要です。 

具体的な CO２排出量削減策としては、

航空機の運航に関するものでは、「エネ

ルギー効率の良い機材の導入」、「効率

的な飛行ルート・方式」、「代替燃料な

ど新技術開発」などが考えられます。ま

た、空港運営においても、国土交通省が

「エコエアポート」の推進を進めており、

空港および空港周辺地域において環境の

保全や良好な環境の創造を推進していま

す。これらの取組みは、徐々に拡大して

いますが、費用面や関係省庁との調整な

どの課題もあり、思うように進んでいない

のも事実です。 

経済的手法の導入に向けた現

状と課題 

温室効果ガス削減のための経済的手法

として、世界的に排出量取引が導入され

つつあります。EU 域内では共通の排出量

取引市場システムが制度導入され、

2012 年以降は EU 域内に離発着する国

際線も対象となります。また、ICAO に

おいても、排出量取引を含む経済的手法

のあり方について結論を得るべく準備が

進められています。 

国内においては、地球温暖化対策基本

法案の中で、キャップアンドトレード方

式※３１による国内排出量取引制度を創設

することが示されています。また平成 23

年度から「地球温暖化対策のための税」

の導入に向けて検討を進めることも定め

られています。 

経済的手法の導入については、具体的

な成果が期待される一方で、今後の動向

次第では、航空産業に非常に大きな影響

を与える可能性があり、各機関での検討

状況を注視していく必要があります。 
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※２９ ＩＰＣＣ（気候変動に関する国連機関）：参考資料２９ 

※３０ 第１５回気候変動枠組条約締約国会議（ＣＯＰ１５）：参考資料３０ 

※３１ キャップアンドトレード方式：参考資料３１ 

（出典：国土交通省）
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行政/業界団体/事

業者が一体となっ

た CO2 排出量削減 

現在、航空産業の温暖化

防止策については、事業者、

空港など、それぞれが独自

の立場で取組んでいます

が、これらの取組み効果を最大化するた

めに、関係者が協調・連携し、一体となっ

た環境対策を推進すべきです。 

そのために、先ずは CO2 排出量の低減

目標などを定め、単なる法対応や国際的

な枠組みの追従という視点だけではなく、

航空産業全体で積極的に取組むべきです。

検討にあたっては、各社の事業規模の差

異を考慮し、総量規制（削減）よりも単

位あたりの排出量削減（重量、旅客、座

席ベースなど）を目指すことが望ましい

と考えます。 

空域の有効活用・再編を 

航空機のエンジンからは大量の CO2

が排出されており、わずかな空域や飛行

ルートの見直しでも、かなりの CO2 削減

効果が得られます。 

今後、航空における温暖化対策の１つ

の柱として、首都圏空域の再編や市街地

上空の活用などによる運航ルートの短縮

を加速すべきと考えます。また、RNAV

（広域）航法や着陸方式の見直し等も積

極的に活用すべきです。 

環境にやさしい空港作りの更なる推進 

空港全体での環境対策として、空港の

運営主体（国、空港会社、地方自治体）

やビル会社は、より積極的に CO2 排出量

の削減を目指すべきです。中部空港など

一部ではハイブリットカーの利用が義務

付けられた空港もありますが、今後は、

電気車両の導入など環境対策を推進する

とともに、バッテリー充電装置の設置な

ど、積極的にインフラ整備を進める必要

があります。また、地上電源装置（GPU）

の利用促進のため、各空港における施設

の整備を推進することも必要です。 

また、平成 23 年度より社団法人環境

共創イニシアチブが独立法人新エネル

ギー・産業技術開発機構（NEDO）に変

わり、エネルギーの削減効果が高い取組

みに対して、一定の補助金を支給するこ

ととなりました。航空連合も空港内車両

などで補助を求め、成果をあげてきまし

たが、活用しやすい制度になるよう、申

請の簡素化、申請・決定時期の見直しな

どの点検が必要です。 

エアラインの CO2 排出量削減 

エアラインが実施する温暖化対策の中

で最も効果が高いのは、低燃費な機材へ

の更新です。そのためには、事業者の更

なる経営努力が前提ではありますが、一方、

国に対して、航空機購入に対する補助金や

無利子融資、固定資産税の減免などを求め

ることも検討が必要です。 

また、代替燃料の実用化も早急に求め

られます。行政は事業者の取組みを支援

し、抜本的な CO2 排出量の削減に一日で

も早く貢献していくことが必要です。 

一方、各事業者では現在、飛行方法や

ルート見直し、エンジン洗浄による燃費

向上、機体の軽量化、バイオ燃料の試験

使用など、様々な努力や工夫を行ってい

ます。また、飛行中の大気観測という航

空の特性を活かした取組みを実施してい

る事業者もあります。これらの取組みは、

今後も働く者の知恵と経験を活かしなが

ら、継続することが必要です。 

航空産業への経済的手法の導

入について 

国際的な航空分野への排出量取引につ

いて、EU ならびに ICAO が国際的な仕

組みを検討しています。日本政府として

も、動向の注視はもとより、その必要性

について主体的に検討すべきです。検討

に際しては、「各国の負担に偏りがない

か」、「実効性・公平性が確保された枠

組みか」の視点が必要です。また、「排

出削減、技術開発、先進的取組みなどを

行う企業努力へのインセンティブ」などの

考え方を明確に示し、ICAO や IATA に提言

すべきです。更には、投機の対象となって本

来の目的に反するような運用状況にならな

いよう、透明性のあるチェック機能の設置も

必要と考えます。 

環境税に関しては課税の目的をまずは

明確にする必要があります。その上で「税

収中立」の考え方を基本とし、既存税制

との統廃合など、新たな負荷対応になら

ないような手法を検討する必要がありま

す。また、航空産業では前述のとおり、

業界・事業者レベルで独自に環境問題に

取組み、成果もあげています。かつ、航

空機燃料の代替燃料については、未だ研

究段階であり、実用にはまだ時間がかか

るとされています。そのような企業努力

に対するインセンティブや業界の特性も

十分考慮する必要があります。また、排

出量取引の対象企業への課税免除、国際

事業部門への課税のあり方などの措置も

検討が必要です。 

「地球温暖化対策のための税」につい

ては、公共交通機関に対しては免税・還

付措置が検討されています。これは事業

の特性を考慮した対応であり、継続され

るよう取組む必要があります。さらに、

国は各産業の役割分担によって成り立っ

ています。化石燃料を使用せざるを得な

い業界が集中負担する構造は避けるべき

であり、社会的問題である CO2 排出への

負担は広く国民が負うというスタンスを

もつべきと考えます。 

提

 

言 

（出典：国土交通省） 


